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貨物自動車運送事業における法令遵守と
事故削減のための取組支援

Support for Initiatives for Legal Compliance and Accident Reduction 
in the Freight Forwarding Business

概要：貨物自動車運送における交通事故防止への対応は、国レベル、事業者レベル、関係
団体レベルといった多面にわたる。特に、国レベルでは、事業用自動車による事故及び死
者を計画的に削減するべく対策を打ち出している。また、関係団体レベルでは、岐阜県ト
ラック協会での事故防止に資する独自の取組みとして、運送事業者自らが定期的に法令遵
守状況を点検するツールの開発を行なっている。そこで本研究では、貨物自動車運送にお
ける事故削減の取組みを概観し、岐阜県トラック協会が進める事故削減のための取組支援
による効果を明らかにすることを目的とする。

Abstract：Efforts to prevent traffic accidents in freight forwarding cover many aspects, 
including the national level, the operator level, and the level of related organizations. 
In particular, at the national level, measures are being put in place to systematically 
reduce the number of accidents and fatalities involving commercial vehicles. In addition, 
at the level of related organizations, the Gifu Trucking Association has developed a 
tool for transport operators to periodically check their own compliance with laws and 
regulations as a unique initiative to prevent accidents. The purpose of this study is to 
provide an overview of efforts to reduce accidents in trucking, and to clarify the effects 
of the Gifu Trucking Association's support for efforts to reduce accidents.

1 ．はじめに

　貨物自動車運送においては公共性の高い道
路等の社会的空間を利用することから、事故

対応が長年の課題である。課題への対応は、
国レベル、事業者レベル、関係団体レベルの
多面にわたる。特に、国レベルでは、事業用
自動車による事故件数及び死者数を計画的に
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削減するべく行政・事業者・利用者が連携し
た安全トライアングルの構築を目指し、それ
ぞれの立場で取組みを進めている。
　事業用貨物自動車による交通事故［1］に
対して、全日本トラック協会（以下「全ト協」
という。）では、「貨物自動車運送事業の経営
にあたっては、交通事故防止対策を最重要課
題とし、確実な点呼の実施を始めとし、飲酒
運転の撲滅、過労運転の防止、点検整備の徹
底、運転者の教育・指導など安全管理の充実
に努め、関係者一丸となって、これまで以上
に交通事故防止対策を講じていく必要があ
る」［2］としている。「飲酒運転」「過労運転」

「点検整備」「教育・指導」など法令遵守は交
通事故防止につながる。事業者の交通安全対
策などを正当に評価、認定、公表する制度で
ある「貨物自動車運送事業安全性評価事業（G
マーク）」は、法令遵守を通じて運送事業者
が安全対策をより確実に行なっていくための
制度であり、「適正化事業」は事業者への法
令遵守の啓発や違法行為などの指導を行なう
取組みである。
　一般社団法人岐阜県トラック協会（以下「岐
ト協」という。）では、事故防止に資する独
自の取組みとして、事業者自らが定期的に法
令遵守状況を点検するツール「トラドック」

［3］の活用や運転の模範となる優良ドライ
バーの認定制度などを創設している。
　そこで本研究では、貨物自動車運送におけ
る事故削減の取組みを概観し、岐ト協が進め
る事故削減のための取組支援による効果を明
らかにすることを目的とする。

2 ．本研究の先行研究

　事業者に係る交通事故削減に関する先行研
究は走行支援システムの開発と事故削減効果
等があり、Xing ら（2012）［4］によって高
速道路の大型車交通事故に対する安全対策
が、堀野（2014）［5］によってドライブレコー

ダー活用交通安全教育が、中山ら（2013）［6］
によってドライビングシミュレータを利用し
た赤信号切り替わり情報提供時の車両挙動が
分析されている。中野ら（2015）［7］による
心拍センサを用いた大型トラック運転中の覚
醒度評価、高田（2016）［8］による自動運転
技術の他、中山ら（2017）［9］による商用車
プローブデータを用いた潜在的事故危険性の
把握手法が検討されてきた。また、危険運転
特性に関する安藤ら（2018）［10］の研究によっ
て、危険運転にはある種の発生特性があり、
ドライバーの属性や運転場所、運転時間に起
因することが明らかになっており、主に自動
車車両の運転時を対象とした研究が進んでい
る。他方、安全マネジメント面に向けて、鳥
海ら（2020）［11］による自動車交通研究で
の ITS の取り組み、樋口ら（2020）［12］に
よるトラック運送事業所における交通安全強
化にむけたデータ活用などの検討がなされて
いる。

3 ．貨物自動車運送における事故削減の取組

3.1　国レベルの取組
　国土交通省における事故削減の対策として

「事業用自動車総合安全プラン 2020」がある。
事業用自動車総合安全プラン 2009（平成 21
年策定）を改訂したものであり、2016 年 1
月の軽井沢スキーバス事故を受けた新たな安
全対策の策定、自動車の先進安全技術の普及
が進みつつあること等の自動車事故をめぐる
状況変化、人口減少や高齢化の進展、2020
年東京オリンピック・パラリンピックの開催
等の動向を踏まえた対策が盛り込まれてい
る。
　次に、国土交通省中部運輸局では「Mission1
運動を通した事故防止委員会等での講話」に
よる対策を実施している。中部ブロックで実
施した施策（事故防止講話）からテーマを選
定し、事業者団体が主催する会合等に出向い
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ての事故防止対策であり、①ハード面の安全
対策、②点呼は安全輸送の要、③運転者に対
する指導及び監督（運転者の生理的・心理的
要因）、④ドライブレコーダーの活用、等に
関する講話を行なっている。
　さらに、先進安全自動車については、技術
開発動向を踏まえ、車両相互や車両単独の事
故の削減及び被害軽減に向けて、先進安全技
術の普及を推進している。道路運送車両保安
基準では、国際基準として先進安全技術の性
能要件を規定し、国内において、装備の義務
化（衝突被害軽減ブレーキ・車両安定性制御
装置・車線逸脱警報装置）が順次なされてい
る。また、普及支援として、事業用自動車に
対する購入補助（衝突被害軽減ブレーキ等）
も行われている。

3.2　事業者レベルの取組
　輸送の安全に関連しては、県内の運送事業
者でも様々な取組みが行われている。具体的
には、左前輪タイヤへの輪止めや、発車前の
注意喚起のためのサイドミラーへの黄色いリ
ボン結付等による、走行中のドライバーに対
する注意喚起等である。また、社内で独自の
安全強化週間を定め、強化週間中においては、

管理職はもちろん、社員の家族にも参加して
も ら う 取 組 み や、PDCA サ イ ク ル に B

（because（なぜならば）の意味で）を追加し
た PDCBA の活用、社内での労働災害事件
は DVD を作成し事務職員も含め全員が視聴
する体制を整備している事業者もある。当該
事業者では、各県トラック協会が開催するド
ライバーコンテストへ積極的な参加を促し、
ドライバーのスキル向上を目指すとともに、
インストラクターを増やし、指導強化してい
る。

3.3　関係団体レベルの取組
　各都道府県のトラック協会では、適正化事
業実施機関を受け持ち、運送事業者に対する
巡回指導及び改善指導、交通安全対策などへ
の取組みを評価・認定する安全性評価事業（G
マーク）の推進など法令遵守や安全性に関す
る意識向上という活動をしている。
　岐ト協では、図 1 のような独自の取組みを
行なっている。事業者が行なうべきことを「予
習・復習」、「テスト」、「補習」、「特別授業」、

「実験」と称し、それぞれに対する指導のな
かで事業者としてのレベルアップを図ること
を支援するものである（図 1）。

出所）岐ト協資料に基づき作成
図 1　岐阜県における適正化事業の取り組み
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　適正化事業の巡回指導を「テスト」と位置
づけ、巡回指導時に、改善要請を行った事業
者に対しては、指導員がフォローアップ講習
を行なうが中でも、「補習」としてこれは図
2 に示すように、巡回指導時に C・D・E 評
価となった事業者を対象としている。
　また、「予習・復習」は事業者自らが指導
項目の点検を行なうことである。トラドック
の前身であり 2013 年度から始まった「事前・
自主点検表」（図 3）は、文字通り事前に事

業者の現況を把握するためのもので、巡回指
導実施案内に同封し、事業者は記入し FAX
にて実施機関へ返信、指導員のチェックとな
る。しかしこれは、巡回指導を対象事業者の
みの対応であったため、その他の事業者に
とっては法の解説に触れることの出来るもの
ではなかったという課題が残った。
　そこで、全ての事業者に対応できるよう、
2015 年度から「事業者概要書」（図 4）の取
組みを始めた。これは年に 1 度の法に触れる

出所）岐ト協資料に基づき作成
図 2　巡回指導後の流れ（フロー図）

出所）岐ト協資料に基づき作成
図 3　事前・自主点検表（2013 年度～ 2014 年度）の一部抜粋
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機会の提供を目的に、年度初めに送付されて
くる「事業者概要書」を記入して岐ト協へ返
送、指導員が記入された概要書をチェックす
るもので、対象者が追加された以外は事前・
自主点検表と変わるものではなく、従業員の
出入り、健康診断の受診、管理者講習の受講、
指導教育の実施、適性診断の受診、トラック
の増減車や代替など毎月のように変わる課題
には対応できなかった。
　このようなことから、事業者が法に触れる
機会を「年に 1 度から月に 1 度」へ増やすこ
とで、月毎に変化する対象にも対応できるよ
う、「トラドック」へと発展させていった。

3.4　トラドックの概要
　岐ト協によれば、「トラドック」の名称の
由来は人間ドックの「トラック事業版」であ
るという。点呼の実施、運転者の健康状態の
把握、車両の定期点検等の実施およびこれら
運行管理に係る帳票類の整備・保管等の法令
遵守項目を自己チェック（問診）することで
事業の管理状況（健康状態）を自らが把握し、
未遵守（病気）となっている項目を定期的に
措置（処方）することで良好な管理状況の維

持（予防）を図る、としている。
　トラドックは、日々の点検時期を社内で設
定し、管理者としての従業員がステップを踏
んで、取組むことを支援するツールとして
2018 年度から活用されている。チェック項
目と手順は、点検時期の区分で分け、【A】
毎月チェックする（11 項目）、【B】変更があっ
た場合にチェックする（14 項目）、【C】事故
や法改正があった場合にチェック（4 項目）、

【D】一定の時期にチェックする（4 項目）で
ある。
　トラドックは「月に一度、法に触れる」と
いう視点から、事業者の管理状態を健康状態
に見立て、毎年度初めに「トラドック（解説
書）・年間チェック表」を送付（2020 年度は
703 事業所）し、自社で実態（巡回指導項目
38 項目）を把握するものであり、図 5 に示
すとおり、運行管理者等だけでなく、年間
チェック表を掲示することで広く従業員が
チェックできる形をとる。このチェック表の
縦軸は事業者が遵守すべき事項、横軸は当月
が記され、毎月の決まった時期（例えば月末）
に実施状況等を記載する。
　巡回指導時、たとえ C・D・E 評価を受け

出所）岐ト協資料に基づき作成
図 4　事業者概要書（2015 年度～ 2017 年度）の一部抜粋
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た事業者であってもトラドックを活用すれ
ば、評価の全体的な底上げを目指すことにつ
ながり岐ト協がそれをサポートする。前回の
巡回時に C・D・E 評価事業者のうち、トラドッ
ク活用の有無と今回の評価を把握した時、活
用事業者の指摘事項数の減少が確認できれ
ば、トラドックの効果が証明できる。前回 C・
D・E 評価事業者（30 事業所）のうち、トラ
ドック活用事業所（18 事業所）、トラドック
未活用事業所（12 事業所）を比較すると、
活用事業所の指摘事項数が有意に減少してい
た［13］。
　トラドックは法令遵守を目的とするもの
で、社内での点検強化によって、交通事故の
減少に寄与し、反射的にその交通事故に係る
関連費用の減少に期待がかかるものの、しか
しながら十分な検証が不十分である。
　トラドックと同時に多様な取組みも進めて
いるため、事故削減効果についての要因につ
いては複合的であり、一義的な検証は難しい
面もある。他方で、事業者自身での取組みで
は、情報技術の活用も進展している。デジタ
コなどの道具で管理するツールも普及し、今
一度の効果の出処を見直す必要がある。具体

的には次節で「トラドックは、交通事故を減
らせたのか」を検証する。

4 ．事故削減の取組効果に対する分析

4.1　分析方法
　死亡を伴う交通事故の発生件数などから直
接的に「自動車保険に加入している事業者、
事故を起こした事業者」を把握することはで
きないため、代替的な方法にて事故の対応を
推測する。文献 13 で検討した内容を踏まえ、
平成 29 年度決算分事業報告書および平成 30
年度決算分事業報告書に基づき、比較可能な
岐阜県の運送事業者 50 社の「人件費」、「修
繕費」、「保険料」の傾向に違いがあるかどう
かを把握する。

4.2　分析項目
　事業報告書の一般貨物自動車運送事業損益
明細表に記載の「人件費」、「修繕費」、「保険
料」を営業収益との比率を計算し、修繕費・
保険料の比率が明らかに低く、人件費の比率
が明らかに高ければ、法令遵守している事業
者は事故が少なく、よって利益が上がり、給
料も多く出せるという傾向があると推論でき

出所）岐ト協資料に基づき作成
図 5　トラドック（2018 年度～現在）の一部抜粋
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る。

4.3　分析対象の概要
　本研究では、岐阜県の物流事業者約 800 社
のうち、2018 年度から 2020 年度の 3 年間に
対応する個票データに基づき推論を組み立て
る。トラドックの取組みが交通事故防止に効
果があれば、翌年の「人件費」、「修繕費」、「保
険料」の費用が減少するとの推論ができるた
め、トラドックを開始した 2018 年度と 2019
年度について費用の減少の程度を確認する。
また、トラドック活用事業者と未活用事業者

図 6　分析対象のトラドック活用事業者［13］

図 7　トラドック活用事業者（人件費）

図 8　トラドック活用事業者（修繕費）

図 9　トラドック活用事業者（保険料）

図 10　トラドック未活用事業者（人件費）

図 11　トラドック未活用事業者（修繕費）

図 12　トラドック未活用事業者（保険料）
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の、2018 年度と 2019 年度の費用の減少を比
較し、どちらがより減少しているか確認する。
　2018 年度に巡回指導を行なった事業者の
うちトラドック活用事業者は 95 社、2019 年
度に巡回指導を行なった事業者のうちトラ
ドック活用事業者は 75 社である（図 6）。ト
ラ ド ッ ク 活 用 事 業 者 の う ち、2018 年 度、
2019 年度の一般貨物自動車運送事業損益明
細表のデータのある事業者は、2018 年度の
22 社、2019 年度の 24 社が該当する。また、
トラドック未活用の事業者は 37 社が該当す
る。

4.4　分析結果
　図 7 ～図 12 は、複数のデータを比較する
ため 2017 年度から 2019 年度の人件費、修繕
費、保険料の推移を比較した。グラフ表示に
よる視覚的評価を箱ひげ図で観察すると、人
件費と修繕費では値の変動に傾向はみられな
かったが、保険料の推移では、減少の傾向が
みられる。しかし、一部の事業者の値は高い
値を示していることがわかる。
　表 1 は、人件費、修繕費、保険料に関する
トラドック活用事業者の平均とトラドック未
活用事業者の平均を比較したものである。表
より、トラドックを開始する前の 2017 年度
に比べて保険料にやや減少している傾向はみ
られるものの、明確な差としては現れていな
い。

4.5　分析結果に対する考察
　分析結果によると、トラドック活用事業者
は未活用事業者に比べて大きな違いは見られ
ず、活用事業者によって様々な要因があるこ
とが示唆される。以下、保険料と修繕費に注
目する。保険料は車両の自賠責保険、任意保
険にかかる費用であり、固定費に相当する。
車両台数の増加により、保険料は増加する、
もしくは事故を起こしたことによって保険料
は増加するというように保険料の金額には、
この両者が混在していることから少なくとも
一台あたりの保険料の算出が必要となる。修
繕費は、一般修理、車検整備、定期点検等に
係る費用であり、一定期間ごとに整備や点検
等が発生する変動費となり、車両の大きさ等
に応じても変動する。また事故が生じれば修
繕費や、メンテナンス（車検含む）費用が増
加し、修繕費の金額には、この両者が混在し
ていることから少なくとも一台あたりの修繕
費の算出が必要となる。点検・整備は、自動
車に不具合が起こる前の予防的な措置であ
り、対処・治療的な修理に比べて修繕費の総
額費用を減らすことにつながる。したがって
修繕費のうち整備費にかかる費用は予定通り
掛け、修繕・修理費は、削減する必要があり、
以下の 4 つの論点が考えられる。
1 ）トラドック活用事業者の対象は、A評
価以外の B・C・D・E評価の事業者が対
象となっているが、具体的にはどの企業と
なっているかが不鮮明である。ただし、希
望するA評価の事業者も含まれている。
「活用」の捉え方は、巡回指導の指導員の
判断も含まれることから、対象の範囲を整
理する必要がある。
2）1 年後の比較の効果で、トラドックの効
果がでているかは難しい面がある。ただし、
2013 年度から名称を変えて事実上実施し
てきた成果ともいえる。このため、事業用
トラック 1万両あたりの第一当事者による

表 1　トラドック活用・未活用事業者（平均）

トラドック
活用平均

トラドック
未活用平均

2017年度 32.3% 36.6%

2018年度 31.1% 34.8%

2019年度 31.2% 35.1%

2017年度 5.5% 6.6%

2018年度 5.5% 7.0%

2019年度 5.7% 6.6%

2017年度 3.2% 2.7%

2018年度 2.6% 2.4%

2019年度 2.7% 2.4%

人
件
費

修
繕
費

保
険
料
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死者数が、全国平均 2.2 に比べて、岐阜県
の死亡事故率 1.0 という低さは、一定の成
果があったとみている。
3）トラドックの取組みは、事業が急成長し
ている事業者（管理するのが追いつかない
事業者）に対して有効である。こうした事
業者は「とりあえず動かせ」という状況に
あるため体制が整っておらず、ステップを
踏んでひとつひとつチェックして活用する
トラドックは有効性が高い。
4）活用・未活用で比べるとき、車両一台あ
たりの財務データで比較することは重要で
ある。今一度、今回のデータを整理し、ト
ラック保有台数の視点からの再検討が望ま
しい。

5 ．おわりに

　本研究では、事業用車両の事故削減効果に
対する日々の取組みを点検する支援ツールで
あるトラドックの効果を検討した。その結果、
活用事業者と未活用事業者を比較し、人件費、
保険料、修繕費に注目することが効果検証す
る上での有効性として示唆された。他方、よ
り具体的な保険料、修繕費に関わる事業者向
けのアンケートを実施するなどして正確な
データを入手することが求められる。また、
5 年後程度の追跡研究も重要となる。
　事故削減効果をより詳細に検討するために
は、巡回指導とトラドックの関係、トラドッ
クと事故削減の関係、巡回指導と事故削減の
関係、および G マーク制度との関係等を整
理してその効果を捉える必要がある。周辺の
取組みとともに実効性の高い取組みを進める
ため、定量的に評価できる精度を高める必要
がある。
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